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はじめに 

三島市における公共施設の多くは、高度経済成長期の急激な人口増加や社会環境の変化に対

応するため、昭和 40 年代から 50 年代を中心に整備されてきましたが、近い将来、一斉に更

新時期を迎えようとしています。 

少子高齢化や社会保障費の増加により、本市の財政状況が一層厳しさを増す中、平成 26 年

4 月に作成した公共施設白書で明らかになったとおり、公共施設の改修や更新（建替え）に多

額の費用が必要となるうえ、道路や橋りょう、下水道などのインフラの更新にかかる費用を考

慮するとより深刻な問題となり、今ある公共施設のすべてをこのまま維持していくことは、非

常に困難な状況です。 

そこで、このような状況を市民の皆さまにできるだけ早くお伝えし、どのように対応してい

くべきかを皆さまと共に検討してまいりたいと考え、本市ではいち早くファシリティマネジメ

ントの取り組みを始めたところです。 

この問題をどのように解決していくかについては、本市の重要課題の一つとして捉えており、

このたび策定した公共施設保全計画基本方針は、これからの三島市の公共施設のあり方、課題

解決のための目指すべき方向性を示したものです。 

今後は、本基本方針に基づき、次代の三島市を担う私たちの子どもや孫たちにしっかりと公

共施設を引き継ぐことができるよう、引き続き、総務省から策定要請をされております公共施

設等総合管理計画及び個別施設の計画を含む公共施設保全計画の策定に取り組んでまいりま

す。 

公共施設は市民の皆さまが各地域において充実した市民生活を送るうえで必要不可欠なも

のです。単なるコスト論にとどまらず、人と人とをつなぎ、地域を元気にする公共施設の役割・

再生を目指して、市民の皆さまと知恵を出し合いながら、市民ニーズを反映した計画となるよ

う策定を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

平成 27 年 月 

                          三島市長 

 豊岡 武士      
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第１章 公共施設保全計画基本方針の概要 

 

 

１．公共施設保全計画基本方針策定の背景 

  わが国では、高度経済成長期の急激な人口の増加や社会環境の変化に対応するため、多くの 

公共施設が整備されてきましたが、今後、老朽化したこれらの施設が一斉に更新時期を迎えよ 

うとしており、先行きが不透明な経済情勢のもと、更新にかかる多額の費用をどのように確保 

していくかということが課題となっています。 

 また、人口減少や少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化により、公共施設に求められる役

割も大きく変化してきており、将来の適切な公共施設のあり方についても、改めて見直さなけ

ればならない時期を迎えています。 

 このような状況は「公共施設の更新問題」といわれ、全国の自治体が共通して抱える大きな

課題となっています。 

 本市においても昭和 40年代から 50年代にかけて急増した人口に対応し、公共施設の整備を

進めてきました。 

 平成 26年 4月に作成した三島市公共施設白書では、これらの多くの公共施設が平成 40年代

後半から集中的に更新時期を迎えることとなり、現状の施設を維持していくには今後 60年間で

1780億円の更新費用が必要と試算され、「公共施設の更新問題」は、三島市においても例外では

ないことが明らかになりました。 

 このまま何も対策を取らなければ、近い将来、公共施設の運営や維持に支障をきたし、市民

サービスの低下を生じさせることは間違いありません。 

 このような状況を打開するため、現在保有する公共施設（建物）に焦点を当てた見直しの方

向性や今後進めていくべき対応策についての基本的な考え方を明らかにした基本方針を策定し、

市民や利用者の皆様の理解と協力を得ながら、持続可能なまちづくりの実現に取り組んでいく

ことが不可欠です。 

 

 

２．本市におけるファシリティマネジメント（公共施設マネジメント）の取り組み 

  本市では、次世代に過大な負担を残さない公共施設のあり方について検討していくため、平

成 23年度に職員研修会を行い、その取り組みを本格的にスタートさせました。平成 24年度に

は、公共施設保全計画システムを導入し、建物データの収集、入力作業を行うとともに、三島

市ファシリティマネジメント実行計画策定委員会及び作業部会（庁内組織）を設置し、公共施

設白書の発行に向けた検討を進めてきました。 

平成 26年 4月には、公共施設白書を発行するとともに、名古屋大学大学院工学研究科の恒川

和久准教授に本市の公共施設マネジメントアドバイザーを依頼し、専門的な立場からの助言を

得ながら、庁内に設置した三島市都市戦略推進特別部会「公共施設保全計画策定専門委員会」

において引き続き検討を進めています。 
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＜図表 1-1 公共施設マネジメントの取り組み＞ 

平成 23年 10月 
職員研修会開催 

  講演内容「公共施設マネジメントの必要性」 

平成 24年  9月 
公共施設保全計画システム導入 

公共施設白書作成への取組開始 

平成 25年  5月 
三島市ファシリティマネジメント実行計画 

策定委員会及び作業部会設置（庁内組織） 

平成 26年  4月 

「三島市公共施設白書」作成 

公共施設マネジメントアドバイザー就任 

（名古屋大学大学院工学研究科 恒川和久准教授） 

三島市都市戦略推進特別部会「公共施設保全計画策定 

専門委員会」設置（庁内組織） 

平成 26年 7月 
職員研修会開催 

講演内容「まちづくりとしての公共ＦＭ」 

平成 27年  2月 
「三島市公共施設保全計画基本方針（案）」 

パブリックコメントの実施 

 

  
    公共施設マネジメント職員研修会         アドバイザーによる公共施設の確認 

 

 

［参考］ファシリティマネジメント（公共施設マネジメント）とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ファシリティマネジメント（ＦＭ）とは、アメリカで生まれた経営管理方式であり、公益社団法人  

日本ファシリティマネジメント協会においては、「企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及びそ

れらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動」と定義して

います。 

 また、自治体が保有する公共施設で捉えた場合、「社会環境の変化や地域特性に応じた適切な公共サ

ービスの提供と安定した財政運営を両立させるために、地方公共団体等が保有し、又は借り上げている

全公共施設を、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に、財政運営と連動させながら企画、管理及び

利活用する仕組み。」と定義され、公共施設マネジメントともいわれています。 

 本市では、これらの定義に基づき、公共施設のマネジメントを推進しており、本基本方針においては

ファシリティマネジメントと公共施設マネジメントを同意語として使用しています。 
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基本施策 

施策番号 49 

「適正で持続可能な財政運営」 

 
施策の方向（取り組み内容） 

「計画的な財政運営」 

公共施設の効率的・効果的な運営 

 

３．基本方針の位置づけ 

本市では、第４次三島市総合計画（2011-2020）前期基本計画【修正版】の重点プロジェクト

の一つとして、「ファシリティマネジメントの推進」を掲げています。 

本基本方針は、総合計画の基本施策の一つである「適正で持続可能な財政運営」に位置づけ

た「計画的な財政運営（公共施設の効率的・効果的な運営）」についての基本的な考え方を示す

もので、本市の公共施設の管理運営をはじめ、今後のあり方や施設分野別方針を検討する際の

指針となるものです。 

 

＜図表 1-2 本基本方針の位置づけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］第 4次三島市総合計画 前期基本計画【修正版】（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

４．方針期間 

  平成２７年度から平成５６年度までの３０年間  

  公共施設の耐用年数は数十年におよぶものであることから、公共施設のマネジメントを適切 

 に進めるためには、中長期的な視点でそのあり方を捉えることが必要です。 

  そこで、平成 56年度までの 30年間を、この基本方針に基づいた取り組みを進める期間とし、 

上位計画である総合計画などと連動しながら適切な公共施設マネジメントを推進します。 

 

５．対象施設 

本基本方針では本市が保有している建物施設を対象とします。なお、処理施設（清掃センタ

ー、浄化センター、衛生プラント、松毛川排水機場、ポンプ場）は、建物の躯体以外の設備（電

気・機械）に多額の更新費用を要し、別途、長寿命化計画等を策定しているため対象外としま

すが、処理施設についても、今後更新時期を迎え、大きな財政負担を伴うことが明らかなこと

から、これらの動向にも注視・考慮していきます。 

第４次三島市総合計画（2011-2020） 

前期基本計画【修正版】 

 

※公共施設の管理運営・今後のあり方・

施設分野別方針の指針となるもの 

基本的考え方 

三島市公共施設 

保全計画基本方針 

施策番号 49 「適正で持続可能な財政運営」 【施策の方向（5年間の取り組みの内容）】 

「公共施設の効率的・効果的な運営」 

長期的な視点に立ち、身の丈に合った公共施設のあり方と計画的な保全などについて定める「（仮称）三島市

公共施設保全計画」の策定に向けた取り組みを、市民との情報共有を図りながら全庁的に進めます。 
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☆現状 建築後 30年以上経過した施設が 51.5％を占めています。 

⇒ 今後、集中して建物の改修や更新（建替え）等が必要な状況となります。 

 

第２章 公共施設の現状と課題 

 

１．公共施設白書から見える課題 

平成 26年 4月に作成した公共施設白書において、本市が保有する施設（建物）の全体像を 

量（ストック）、管理運営経費（コスト）、利用状況（サービス）などから検証した結果、施 

設の老朽化やそれに伴う将来コストの課題、少子高齢化の進行による人口構造の変化及び社 

会経済情勢の変化に伴う各施設に対する市民ニーズの変化など、公共施設を取り巻く課題が 

見えてきました。本章では、財政収支（フロー）の視点を加え、その現状と課題についてま 

とめています。 

 

（１）「量（ストック）の視点」に基づく検証（老朽施設の割合） 

    

 

 

【本市の建物施設の保有量】 

本市が保有している公共施設のうち、本基本方針の対象施設の延床面積は、30万 5千㎡ 

（平成 25年 3月末時点）で、大規模な改修が必要な目安とされる建築後 30年以上経過し 

ている施設は 15万 7千㎡で全体の 51.5％を占めています。 

 ※本基本方針の対象としない処理施設の面積を含めると、本市の公共施設の延床面積は 32万 6千㎡とな 

ります。 

 

＜図表 2-1 建築年度別整備状況（延床面積）＞ 
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ｺﾐｭﾆﾃｨ関連施設 消防施設 市営住宅施設 文化施設 産業関連施設

公園施設 体育施設 その他施設

＜延床面積（㎡）＞

新耐震基準（昭和５７年以降）

延床面積

１５万６千㎡（５１．１％）

建築後３０年以上経過

１５万７千㎡（５１．５％）

 

※処理施設（清掃センター、浄化センター、衛生プラント、松毛川排水機場、ポンプ場）を除く。 
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☆現状 本市が保有している公共施設の延床面積を総人口で除した市民 1人 

あたりの保有面積は 2.89㎡となっています。（処理施設を含む） 

⇒ 今後、人口減少が進むことが予想されるため、すべての施設をこのまま維持 

した場合、1人あたりの保有量が増加することとなり、このことは、1人あ 

たりの施設維持費用の負担の増加につながります。 

 

（２）「量（ストック）の視点」に基づく検証（市民 1人あたりの保有面積） 

 

 

 

 

 

 

【施設量における類似都市、近隣市との比較】 

    本市が保有する建物施設を、市民 1人あたりが保有する面積で換算すると 2.89㎡／人と 

なっており、全国自治体の平均値（3.42㎡／人）、県内市の平均値（3.30㎡／人）を下回 

っています。 

    また、人口 11万人から 12万人の類似都市の平均値（3.00㎡／人）と比べると下回って 

いますが、この中で、平成の大合併を実施していない 15自治体の平均値（2.35㎡／人） 

と比べると上回っています。 

 

＜図表 2-2 人口 1人あたりの保有面積［類似人口（11～12万人）の未合併自治体］（単位：㎡）＞ 
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＜図表 2-3 人口 1人あたりの保有面積［近隣市］（単位：㎡/人）＞ 

沼津市 ３．０７（合） 富士市 ３．２３（合） 

熱海市 ５．７６ 御殿場市 ３．３６ 

富士宮市 ２．３９（合） 下田市 ３．４７ 

伊東市 ４．０８ 裾野市 ３．０１ 

出典［図表 2-2、2-3］：東洋大学 PPP研究センター「全国自治体公共施設延べ床面積データ」（平成 24年 1月） 

※図表 2-3において、数値の後に「（合）」が表示されている自治体は、平成の合併を実施した団体です。 
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☆現状 現在、建物に係る公共施設整備に要する経費は毎年 10億円程度（一般財 

源のほか、地方債、国支出金を含む。）が充てられています。 

⇒ 今後、公共施設の修繕、大規模改修、更新（建替え）の整備費用が、毎年 27.7 

億円必要となるという推計結果が出ています。一方で、年々、社会保障費が 

増加していくことも予想されることから、現状の 10 億円を今後も引き続き公

共施設整備に充てられるかどうかわかりません。さらには、27.7億円を確保す

ることは非常に困難な状況になります。 

 

 

（３）「財政収支（フロー）の視点」に基づく検証 

  

 

 

 

 

 

 

 

【将来更新費用の推計】 

本市が保有する建物施設について、建物の耐用年数を標準的な 60年（建設後 15年で修繕、

30 年で大規模改修、45 年で修繕、60 年で建替え）と仮定し、耐用年数経過後に現在と同じ床

面積等で更新することを前提条件として、専用ソフトを用いて改修や建替えに係る費用を算出

したところ、今後 30年間に総額で約 830億円、年間平均で 27.7億円が必要という結果になり

ました。（処理施設を除く） 

現状で公共施設整備に要している費用は年間 10億円程度（一般財源のほか、地方債、国支出 

金を含む。）であり、税収等の歳入の伸びが期待されず、年々、社会保障費が増加している状況 

では、年間 27.7億円を公共施設の改修や建て替えに充てることは大変厳しい状況です。 

今後は、将来の財政状況を踏まえて、施設に係る維持管理や老朽化に伴う改修・更新を効率 

的に実施するとともに、身の丈に合った「最適な量」の公共施設の保有を検討する必要があり 

ます。 

 

＜図表 2-4 公共施設更新費用の推計結果（30年間）＞ 
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（単位：億円）

平均：約２７．７億円

３０年間の更新費用総額

８３０億円

 
※処理施設（清掃センター、浄化センター、衛生プラント、松毛川排水機場、ポンプ場）を除く。 

※試算にあたっての前提条件は、施設白書と同様です。         
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（４）「利用状況（サービス）の視点」に基づく検証 

   ☆現状 今後も年少人口（14歳以下）及び生産年齢人口（15～64歳）の割合が減少 

を続ける一方で、高齢者人口（65歳以上）がさらに増加することが予想されます。 

   ⇒ 社会情勢や人口構成の変化によって、公共施設に求められる市民ニーズは変化 

します。 

市民ニーズを的確に見極めたうえで、「最適な量」を保有するとともに、「質の 

向上」に取り組む必要があります。 

 

  【将来人口推計】 

  本市の人口は、平成 17年をピークに人口減少に転じています。国立社会保障・人口問題研究 

所が公表した将来人口推計によると、今後 30年間、本市では、年少人口（14歳以下）と生産 

年齢人口（15～64歳）は減少し、高齢者人口（65歳以上）は増加すると推計されていて、今後 

も総人口が減少していく中で、生産年齢人口の割合が減少を続け、少子高齢化がさらに進行す 

ることが予想されます。 

このことにより、人口減少から余剰が発生する施設と人口構成の変化により不足が生じる施 

設が発生するなど、公共施設に求められる市民ニーズも変化していくことが見込まれます。 

今後は人口減少を見据え、用途変更や統廃合などにより、現有する公共施設を最大限有効に 

活用しつつ、新たな公共施設の建設を最小限に留め、「最適な量」の公共施設としていくことが 

求められます。 

また、社会情勢によって変化する市民ニーズを的確に見極めたうえで、公共施設の耐震性や 

安全性、機能性、環境性能などの「質の向上」にも取り組む必要があります。 

 

＜図表 2-5 将来人口推計結果（三島市）＞ 

１３．５%
（15,077人）

１２．７%
（13,982人）

１１．８%
（12,606人）

１０．８%
（11,226人）

１０．１%
（10,051人）

９．９%
（9,342人）

９．９%
（8,854人）

６３．７%
（71,262人）

６０．５%
（66,521人）

５８．９％
（63,090人）

５８．５%
（60,467人）

５７．７%
（57,183人）

５５．９%
（52,765人）

５３．０%
（47,260人）

２２．８%
（25,499人） ２６．８%

（29,449人） ２９．３%
（31,454人） ３０．７%

（31,727人） ３２．２%
（31,853人） ３４．２%

（32,297人） ３７．１%
（33,192人）
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100,000

120,000

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

年少人口

(14歳以下)

生産年齢人口

(15歳～64歳)

高齢者人口

(65歳以上)

生産年齢

人口

年少人口

高齢者人口
111,838人

109,952人
107,150人

103,420人
99,087人

94,404人
89,506人

 

※H22は「国勢調査」実績値、H27以降は「国立社会保障・人口問題研究所」推計値。 
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＜図表 2-6 年代別人口推移（三島市）＞ 

年少人口

(14歳以下)

生産年齢人口

(15歳～64歳)

高齢者人口

(65歳以上)

平成12年 16,865 76,271 17,383

平成22年 15,077 71,262 25,499

平成32年 12,606 63,090 31,454

平成42年 10,051 57,183 31,853

平成52年 8,854 47,460 33,192

0

20,000

40,000

60,000

80,000

（単位：人）

高齢化

平
成

年

12

平
成

年

平
成

年

平
成

年

平
成

年

22 32 42 52
少子化

（総人口）

110,519

111,838

107,150

99,087

89,506

※H12及び H22は「国勢調査」実績値、H32以降は「国立社会保障・人口問題研究所」推計値。 
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２．解決すべき課題 

現状の公共施設保有面積（処理施設を含む）は約 32.6万㎡で、市民 1人あたり 2.89㎡/人 

を保有しており、公共施設の整備に要する投資的経費は年間 10億円（一般財源のほか、地方 

債、国支出金を含む。）のため、市民 1人あたりの負担額は約 8,800円/人・年です。 

   本項目では、現状の保有量を維持した場合（ケース１）、現状の投資的経費を維持した場合 

（ケース２）に分けてそれぞれ試算した結果を表しています。 

 

  

 

 

 ●現状の保有量（約 32.6万㎡）を維持した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現状の保有面積（約 32.6万㎡）を今後も維持した場合［ケース１］は、今後 30年間の公共 

施設の修繕や大規模改修、更新（建替え）にかかるコストが年平均 29.4億円（処理施設を含む） 

となる推計結果が出ているため、30年後の人口を 89,506人と考えた場合、市民 1人あたりの 

投資的経費負担額は約 32,800円（3.73倍）に増加し、市民 1人あたり年間 24,000円も増える 

計算となります。仮に、限られた市の財源を公共施設の維持・更新にのみ重点的に投資してい 

くこととすると、福祉や教育などの分野の行政サービスに大きな影響を及ぼすこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース１  

 

 

 

 

 

 

現状の保有量（約 32.6 万㎡）

を維持した場合 

 

現状 

（Ｈ２４） 

将来 

（Ｈ５２） 

一

人

あ

た

り

の

負

担

額 

3.73倍 

8,800円 

32,800円 

市民１人あたりの負担額が 

年間２４，０００円増加 

 

※処理施設を含む 



10 

 

 

 

 

●現状の投資的経費［約 10億円（一般財源のほか、地方債、国支出金 

を含む）］を維持した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が現状で保有している 32.6万㎡を維持していくために、年平均 29.4億円（処理施設を 

含む）のコストを要するとの推計結果に対し、現状の投資的経費［年間約 10億円（一般財源の 

ほか、地方債、国支出金を含む。）］のままでは［ケース２］、更新できる公共施設保有面積が約 

11.2万㎡まで減少することになり、約 21.4万㎡の施設が維持できなくなる計算（65.6％の圧 

縮が必要）となります。本市が保有する小学校 14校、中学校 7校、幼稚園 12園をすべて合わ 

せても約 17万㎡ですので、相当の公共施設を廃止しなければならないこととなります。 

 

 

 

 

 公共施設が抱える課題を解決するための上記２つのケースは、本市の財政負担の面からも、 

また、行政サービスの面からも現実的ではなく、実際には不可能と言えます。そのため、市民 

ニーズを見極め、公共施設の需要見込みに基づき、市民サービスの後退を招かないよう配慮す 

るとともに、各事業で使える国支出金と地方債を活用し、事業実施に必要な一般財源及び借り 

入れた地方債の元利償還金に充当する一般財源について、財政計画と整合させる等の検証をし、 

将来の公共施設の適正な規模について、ありとあらゆる施策・手法を総動員して把握し、検証 

していく必要があります。 

  この公共施設の更新問題の課題解決に向け、具体的な個別の施設のあり方を見直していく必 

要がありますが、そのためには、基本的な考え方を整理した上で、取り組みを進めていく必要 

があります。 

  次章では、その考え方を整理して基本方針としてまとめています。 

 

ケース２ 

 

 

 

 

 

 

現状の投資的経費（約 10 億円）

を維持した場合 

建物系施設に係る 

投資的経費 

約１０億円 

（平成 24年度） 

 

 

 

 

 

 

現状 

（Ｈ２４） 

将来 

（Ｈ５２） 

保 

 

有 

 

量 

65.6％圧縮 

32.6万㎡ 

11.2万㎡ 

21.4万㎡削減しなければ 

なりません 

⇒ ケース１・２のどちらも現実的ではありません。 

※処理施設を含む 



11 

 

第３章 基本方針 

   

１．基本方針について 

三島市は、昭和 10年に旧三島町へ北上村が編入後、昭和 16年に錦田村と合併し、市制を施 

行しました。また、昭和 29年には中郷村が編入し、現在の三島市の形となりました。その後は 

合併等は行わなかったため、本市の公共施設は市民ニーズや必要性を考慮する中で、合併の影 

響を受けることなく整備してきたところです。 

一方で、「人を惹きつける魅力ある都市」、市民や企業から「選ばれる都市」として持続的に 

発展していくため、都市や行政を『経営』する視点から、「歴史・文化や自然」などの固有の資 

源や「市民力」を生かし、「ガーデンシティみしま」、「スマートウエルネスみしま」など、市の 

特性を生かした独自のまちづくりを進めてきました。 

  人口減少・少子高齢社会を迎え、様々な課題を抱える地方自治体は、地域の特色を生かした 

まちづくりなどを進める必要がありますが、財政状況が厳しさを増すなかで、一斉に建て替え 

時期等を迎える公共施設の老朽化への対応も大きな課題となっています。 

  そのため、三島市では、将来にわたり安全・安心で真に必要な公共施設サービスを市民の皆 

さまに提供していくため、長期的な視点で公共施設の最適化に向けたマネジメントに取り組み 

ます。 

  特に、施設白書において整理した現状（量［ストック］・管理運営経費［コスト］・利用状況 

［サービス］）を踏まえ、次に掲げる基本理念及び３つの原則を柱に公共施設全体の最適化を目 

指します。 

 

２．公共施設マネジメントの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆将来にわたって持続的に発展し続けるため、「ガーデンシティみしま」や「スマート 

ウエルネスみしま」など、人もまちも産業さえも元気になる取り組みを更に推進し、 

誰もが健康で幸せを感じ、安全・安心に暮らすことができる魅力あるまちの形成を 

目指します。 

 

☆人が集い、住みたくなるまちを実現するため、効率的で身の丈に合った財政運営を 

基本としながら、公共施設サービスの充実に努めていきます。 

 

☆多様化する市民ニーズを的確に捉えながら、適正規模を把握した上で長期的視点で 

公共施設のスリム化を図り、併せて、財政計画との整合性を図って市の体力を強化 

します。 

 

☆「内陸のフロンティア」を拓く取組等により、企業誘致や観光振興、産業振興を図り、 

雇用の拡大、税収につながるよう地域活性化を推し進めます。 

公共施設マネジメントの基本理念 

まちづくりとしての公共施設の保全 
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＜図表 3-1 基本理念「まちづくりとしての公共施設の保全」イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガーデンシティの推進 

スマートウエルネスの推進 

企業立地・産業振興の推進 

魅力ある観光の振興 

三島市公共施設保全計画基本方針 

「基本理念」 

●人もまちも元気になる取り組みを戦略的により力強く推進 

●企業誘致や観光振興、産業振興を図り、地域活性化を推進 

●身の丈にあった財政運営を基本としながら、魅力ある公共施設 

 サービスの提供 

●市民ニーズを的確に捉えながら、公共施設のスリム化を図り、 

市の体力を強化 

将来にわたって持続的に発展し続けるための 

“三島のまちづくり”の基本理念 
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３．基本方針の３原則及び数値目標 

  公共施設マネジメントの基本理念「まちづくりとしての公共施設の保全」を念頭に置き、人 

と人とをつなぎ、地域を元気にする公共施設の役割・再生を目指し、魅力的なまちづくりの実 

現に向けて、次のとおり基本方針の３原則及び数値目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設保全計画基本方針の３原則 

１ 
•将来のまちづくりの再構築を見据えた     
「市民ニーズを的確に捉えた資産活用」 

２ 
•施設需要見込みに基づいた                 
「総量の最適化と複合化・多機能化の推進」 

３ 
•財政計画と整合した              
「計画的な維持保全による長寿命化」 

数 値 目 標 

総延床面積を今後３０年間で２９％削減する 

※削減計画を決めていく際には、公共施設の修繕や大規模改修、更新（建替え）に 

かかるコストについて、一般財源ベースで充当可能額の担保を確認していきます。 

（Ｐ２２「まとめ」参照） 



14 

 

 

４．基本方針（３原則）の取り組み方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

≪取り組み方策≫ 

①三島市の公共施設マネジメントは、施設の総量を単に減らすことだけを目標としていま 

せん。公共施設マネジメントにより、魅力ある地域の形成を目指すとともに、「市民主体 

のまちづくり」をさらに推進していきます。この取り組みに向けて、市民ニーズを的確に 

把握したうえで、市民活動の拠点にもなり得る公共施設を実現し、これまで以上に市民の 

皆さんに利用していただける公共施設を目指します。 

 

②将来の市民ニーズへ的確に対応するため、市民アンケートを実施し、公共施設に対する 

意見を集約します。 

 

③市民ニーズの動向を踏まえ、人口構造の変化や地域の実情を鑑みながら、市民が真に必要 

とするサービスを提供していくための公共施設の整備・運営を図ります。 

 なお、現在の三島市は、旧三島町・北上村・錦田村・中郷村の 4地区が合併・編入して 

 形成された経過があります。地域バランスに配慮し、地区ごとに重要な場所、必要な施設 

をしっかりと見据え、公共施設が街のコミュニティ形成により貢献できるよう施設の配置 

を検討していきます。 

 

④三島市が目指すまちづくりや、子育てしやすい環境、高齢者の活動環境等を更に充実して 

いくため、公共施設のスリム化を図りつつ、必要な行政サービスを継続して提供すると 

ともに、市民サービスの更なる向上に努めていきます。 

なお、三島市が進めているまちづくりや重点施策をさらに推進していくための公共施設に 

ついては、そのあり方について長期的な視点に立って検討し、必要な施設については、そ 

の機能を拡充していくことも検討します。 

 

［１］将来のまちづくりの再構築を見据えた 

「市民ニーズを的確に捉えた資産活用」 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取り組み方策≫ 

①将来人口推計を踏まえた財政見通しに基づく各施設の修繕計画・運営経費と将来的な施設 

需要などを踏まえ、市全体の施設の最適化を図ります。 

 

②施設の新設については、中長期的な総量規制（数値目標）の範囲内において、費用対効果 

を考慮しながら建設の是非を検討します。 

 

③公共施設保全計画の策定にあっては、施設の「機能」を重視し、「機能」はできる限り 

 維持しつつ、本来目的以外の用途も考慮しながら「施設の総量」は削減していく考え方を 

 基本として検討します。 

 

④三島市ではこれまで、教育施設の充実に努めてきました。小学校・中学校・幼稚園の床面 

積を合わせると、その保有率は本市が保有する公共施設全体の 52.2％を占めており、他 

の自治体と比較しても高い率となっています。 

小学校・中学校については、「防災」や「地域コミュニティ」、「子育て支援」の拠点とし 

て活用することで、公共の福祉の向上に役立つものと考えます。 

地域のきずなづくりや安全・安心な暮らしに資するよう、今後は、特に、教育施設を核と 

して複合化や多機能化等を視野に検討を進めていきます。 

 

⑤類似した機能を有する施設については、その稼働率や空きスペースの状況を検証しつつ 

 統合を含めて検討し、付近に設置されている用途の異なる施設についても、機能面から 

複合化・多機能化を視野に、効率的な機能の配置を計画する中で、公共施設の再配置を 

計画します。 

 

⑥民間の知識やノウハウの活用、民設民営への移行も含め、多様な選択肢から最も効率的・ 

効果的にサービスが提供できる手法を適用していきます。 

 

⑦施設を更新（建替え）する際は、複合施設とすることや旧施設と同等以下の規模とするこ 

とを原則として、適切な規模となるよう検討していきます。 

 

⑧施設の廃止により生じる跡地については、原則として売却します。なお、借地については、 

市有地にある施設に複合化ができれば、借地料が不要となり財政負担の軽減につながる 

ことから、その必要性を十分検証するとともに、地権者の了解を得られるものについては 

借地の解消に向けた検討を進めていきます。 

［２］施設需要見込みに基づいた 

「総量の最適化と複合化・多機能化の推進」 
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≪取り組み方策≫ 

①今後、公共施設の整備に充てることができる財源は限られてくるものの、各施設の効率的 

な活用や利用率の向上、利用しやすい施設の運営改善・維持管理に努め、コストパフォー 

マンスの高い公共施設を目指します。 

 

②長期的な修繕計画の策定や日々の点検等の強化など、適正な維持管理を推進することによ 

り、施設を長期間にわたり安全・安心に利用できるようにするとともに、維持・管理に係 

るコストを削減し、市の体力強化を図ります。 

 

③適正な維持管理や専門家による建物の診断を実施するなど、予防保全の考え方を取り入れ 

ることにより、機能維持のための建物の長寿命化を図ります。 

 

④施設の更新（建替え）や大規模改修などの時期の集中を出来る限り避け、基金や補助金等 

の有効な活用により、年度ごとにおける歳出予算（一般財源）の平準化を図ります。 

［３］財政計画と整合した 

「計画的な維持保全による長寿命化」 
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＜図表 3-2 公共施設保全計画基本方針体系図＞ 

 

公
共
施
設
保
全
計
画
基
本
方
針 

１ 市民ニーズを的確に 
捉えた資産活用 

① 市民ニーズを把握し、より活発に 

  利用される公共施設の整備 

② 市民アンケートの実施 

③ 公共施設が街のコミュニティに 

  貢献できるよう施設の配置を検討 

④ 公共施設のスリム化を図り、 

  必要な行政サービスを継続 

  して提供 

２ 総量の最適化と 

多機能化・複合化の推進 

① 財政見通し・将来的な施設需要 

  を踏まえた市全体の最適化 

② 新規施設の抑制 

③ 「機能」はできる限り維持しつつ 

  「施設総量」を削減 

④ 教育施設を核とした 

  多機能化・複合化の推進 

⑤ 多機能化・複合化を視野に 

  公共施設の再配置を計画 

⑥ 民間知識やノウハウの活用 

⑦ 施設を建替えする際は原則として 

  複合施設 

⑧ 施設の廃止により生じる跡地は 

  原則として売却・借地の解消 

３ 計画的な維持保全 

 による長寿命化 

① コストパフォーマンスの高い 

  公共施設 

② 維持・管理に係るコストを削減し 

  市の体力を強化 

③ 予防保全の考えを取り入れ、 

  機能維持のための建物の長寿命化 

④ 歳出予算（一般財源）の平準化 

総延床面積を今後３０年間で２９％削減 

＜基本方針３原則＞ ＜取り組み方策＞ 
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５．数値目標の設定根拠 

 本基本方針の数値目標「総延床面積を今後３０年間で２９％削減する」を設定するにあたり、

「将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算」（図表 3-3）、「将来更新費用にか

かる一般財源必要額と充当可能見込額の比較」（P21 図表 3-5）を行った上で、数値目標を設定

しました。 

 

①将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算 

 
＜図表 3-3 将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算結果＞ 

（単位：㎡） 

区分 Ｈ２４ Ｈ２７ Ｈ３２ Ｈ３７ Ｈ４２ Ｈ４７ 
Ｈ５２ 

以降 

「利用者あり」の施設 238,546.9 228,865.2 212,039.7 194,598.0 179,409.3 169,638.2 162,507.8 

「一般利用者なし及び利用

者集計が困難」の施設 
67,040.0 65,909.5 64,229.9 61,993.9 59,396.6 56,589.4 53,653.4 

合 計 305,586.9 294,774.7 276,269.6 256,591.9 238,805.9 226,227.6 216,161.2 

    

 

 上記の試算では、本基本方針の対象施設を「利用者あり」の施設と「一般利用者なし及び利用 

者集計が困難」の施設に区分して、将来適正と考えられる床面積を表したものです。 

 

 【「利用者あり」の施設について】 

  利用者ありの施設は、学校や保育園をはじめ、市民文化会館、市民体育館など、利用者数が

把握できている施設についてまとめたもので、平成 24年度は 238,546.9㎡を保有しています。 

本試算の算定にあたっては、最初に各施設所管課において、これまでの利用者の推移や将来

人口推計値、新たな制度の導入見通し等を踏まえ、施設毎に今後 30年間の利用者数の推計を行

い、将来の施設利用者数の見込みについて算出しました。 

そして施設白書でまとめた現状の総延床面積（H24）を基準として、その利用者推計の増減比

率を掛け合わせることで、将来、適正と思われる床面積を施設毎に算出しました。この結果、

すべての施設を合計した数値が上記の表に記載されており、現状（平成 24年度）において保有

している 238,546.9㎡から、将来の利用見込みを踏まえると、平成 52年度には、162,507.8㎡

が適正と考えられる床面積となります。 

 

  ●利用者ありの施設における「将来利用見込み」算定根拠 

※施設所管課からの回答を一部抜粋 

   ［学校等施設］ 

     ・小学校、中学校は、現時点において状況が大きく変化する要因がないため、将来人口推計（年少人 

口）の推移で、減少していくと考えられる。 

     ・幼稚園は、将来人口推計どおり、将来的には大幅な減少となると考えられるが、平成 26年度の利用 

者数が 946人（平成 22年度 890人）であることを踏まえると、もう少し、減少のカーブは緩やか 

になると考えられる。 

（△29.3％） 
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    ［子育て支援施設］ 

     ・保育園は、三島市子ども・子育て支援事業計画において、平成 27年度をピークに減少していくと見 

込んでいる。 

     ・放課後児童クラブは、平成 27年度から小学 4年生から 6年生までの児童も新たに対象者となり、ま 

た、両親共働きの増加に伴い、利用需要は平成 27年度から 31年度までは増加すると考えられる。 

    ［保健福祉施設］ 

     ・養護老人ホームは、今後、総人口が減少する中、高齢者人口が増加し、全体の 3割を占めることか 

      ら、入所者も増加すると考えられる。 

     ・老人福祉センターは、高齢者の憩いの場でもあり、今後も利用者数は増加していくと予測できる一 

方で、施設の収容人数にも限りがあり、現状でも密集した中で利用されていることを鑑みると、延 

べ利用者数としての増加は難しいもとと考えられる。 

     ・佐野あゆみの里は、利用者数が減少していくとは考え難い。現在、特別支援学級の生徒数は増加傾 

向にあるため、定員程度の利用者数で推移していくと考えられる。 

    ［生涯学習関連施設］ 

     ・生涯学習センターは、現状の利用者のおおよその割合が年少人口 30％、生産年齢人口が 30％、高齢 

者人口が 40％となっている。今後は、その年齢 3階層別の将来推計の比率で推計していくと考えら 

れる。また、公民館も、将来推計の比率で推移していくと考えられるが、施設により現状における 

利用者層の割合が異なるため、その増減割合の比率は施設により異なる。 

    ［体育施設］ 

     ・市民体育館及び市民温水プールは、市民の健康意識の向上やスポーツへの関心の高まり等により、 

将来人口推計の減少率よりは少ないものと見込んでいる。 

また、現状において、市民温水プールでは、通年の開場に加え、指定管理者も積極的に教室を開催 

し、利用者数の増加に努めている。 

 

 【「一般利用者なし及び利用者集計が困難」の施設について】 

  一般利用者なし及び利用者の集計が困難な施設は、倉庫等の一般利用者がない施設をはじめ、

市役所庁舎やトイレ等、利用者の集計が困難な施設についてまとめたもので、平成 24 年度は

67,040.0㎡を保有しています。 

本試算の算定にあたっては、「利用者あり」の施設と異なり、一般利用者がない若しくは不特

定多数の人が利用する施設であり、利用者数の把握が困難な施設であるため、適正面積を導き

出すための将来の施設利用者推計が困難ですが、不特定多数という点からもその利用状況は将

来の人口推計値に比例していくと考えられます。このことから、施設白書でまとめた現状の総

延床面積（H24）を基準として、将来人口推計の比率を掛け合わせることで、将来、適正と考え

られる床面積を算出しました。この結果、現状（平成 24年度）において保有している 67,040.0

㎡から、将来の人口推計値を考慮すると、平成 52 年度には、53,653.4 ㎡が適正と考えられる

床面積となります。 

 

⇒将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算の結果 

   

 

 

 

将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算の結果、施設白書で示し

た平成 24年度の保有面積と比較して、平成 52年度には、29.3％を削減した床面積が

適正と考えます。 （H24合計 305,586.9㎡→H52合計 216,161.2㎡） 
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②将来更新費用にかかる一般財源必要額と充当可能見込額の試算 

 

 図表 3-4 は、本市が保有する公共施設の将来更新費用の試算結果とその財源内訳（見込額）

を表したものです。 

将来更新費用の算定にあたっては、建物の耐用年数を標準的な 60年（建設後 15年で修繕、

30 年で大規模改修、45 年で修繕、60 年で建替え）と仮定し、耐用年数経過後に現在と同じ床

面積等で更新することを前提条件として、専用ソフトを用いて算出しており、30 年間で約 829

億 5千 8百万円を要すると推計されます。 

 本表では、この専用ソフトで試算した結果に対し、シミュレーションどおりに大規模改修や

更新（建替え）を実施すると仮定した場合、どのような財源が充てられるかを表したものです。  

財源内訳の算出にあたっては、現状の補助制度や補助率、地方債の充当率等を勘案する中で、

施設毎に国支出金、地方債、一般財源に振り分け、すべての施設について今後要する金額の財

源の集計・試算を行いました。 

この結果、大規模改修や更新（建替え）に充てられる財源として、30年間で国支出金（国の

補助金）が 203億 3千 2百万円、地方債が 452億 7千 9百万円、一般財源が 173億 4千 7百万

円と見込まれています。 

なお、この中でも一般財源 173億 4千 7百万円は、実際に本市が当該事業年度に要する費用

の見込額であり、今後、なお一層、社会保障費の増加等で厳しい財政状況を迎える中、限られ

た財源を公共施設の改修や更新に充てていくこととなるため、一般財源必要額と充当可能額に

ついて確認する必要があります。これを比較したものが次ページの図表 3-5となります。 

 

 

＜図表 3-4 将来更新費用試算結果と財源内訳（見込額）＞ 

（単位：千円） 

年度 
将来更新費用 

試算結果 

財源内訳（見込額） 

国支出金 地方債 一般財源 

H27～H31（5年間） 8,408,087 1,768,466 4,751,503 1,888,118 

H32～H36（5年間） 10,467,055 1,347,532 6,165,600 2,953,923 

H37～H41（5年間） 10,825,335 1,928,659 6,265,641 2,631,035 

H42～H46（5年間） 13,275,202 3,830,404 6,941,411 2,503,387 

H47～H51（5年間） 25,383,871 7,476,563 13,533,199 4,374,109 

H52～H56（5年間） 14,598,902 3,980,505 7,621,810 2,996,587 

合計（30年間） 82,958,452 20,332,129 45,279,164 17,347,159 

※将来更新費用試算結果は、施設白書でまとめた平成 24 年度の建物保有状況に応じて算出しています。（但し、処理

施設及び平成 25・26年度に解体した建物を除いて算出しています。） 
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図表 3-5は、図表 3-4で示した一般財源（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当で

きる一般財源）を比較したものです。 

 充当可能見込額（充当できる一般財源）の算出にあたっては、今後の市税収入の見込みをは

じめ、義務的経費（扶助費・公債費・人件費の計）の推計、起債計画等の各種の財政見通しを

行った中で、今後、建物施設の修繕・大規模改修・更新（建替え）に充当できると見込まれる

額を算出したものです。 

 また、図表 3-4で示した地方債（30年間合計 452億 7千 9百万円）に対する元利償還金の一

般財源必要額と計画額の試算（図表 3-6）を行った上で充当可能見込額（充当できる一般財源）

を算出しています。 

＜図表 3-5 一般財源必要額と充当可能見込額との比較（単位：千円）＞ 

年度 
充当できる一般財源 

（充当可能見込額） 

必要となる一般財源 

（一般財源必要額） 
差額 

H27～H31（5年間） 2,265,000 1,888,118 376,882 

H32～H36（5年間） 2,265,000 2,953,923 -688,923 

H37～H41（5年間） 2,165,000 2,631,035 -466,035 

H42～H46（5年間） 1,725,000 2,503,387 -778,387 

H47～H51（5年間） 2,115,000 4,374,109 -2,259,109 

H52～H56（5年間） 2,265,000 2,996,587 -731,587 

合計（30年間） 12,800,000 17,347,159 -4,547,159 

（△26.2％） 

 

＜図表 3-6 地方債元利償還金の一般財源への必要額と計画額との比較（単位：千円）＞ 

年度 
地方債元利償還金 

計画（上限）額 

地方債元利償還金 

必要額 
差額 

H27～H31（5年間） 3,985,592 5,314,645 -1,329,053 

H32～H36（5年間） 5,251,224 6,949,955 -1,698,731 

H37～H41（5年間） 5,537,682 6,954,764 -1,417,082 

H42～H46（5年間） 7,700,609 7,755,753 -55,144 

H47～H51（5年間） 10,066,886 15,137,130 -5,070,244 

H52～H56（5年間） 6,728,819 8,528,107 -1,799,288 

合計（30年間） 39,270,812 50,640,354 -11,369,542 

※元利償還金必要額には利息分が含まれています。また、施設ごとに償還期限が異なり、      

平成 56年度には、償還金元金の未償還額が残っているため、図表 3-4地方債合計額と 

数値が異なります。    

⇒将来更新費用にかかる一般財源必要額と充当可能見込額の試算の結果 

   

 

 

 

上記による試算の結果、今後 30年間で 4,547,159千円の一般財源が不足し、26.2％の

歳出抑制が必要となります。（図表 3-5）また、地方債元利償還金の一般財源必要額に

ついても今後 30年間で 11,369,542千円が不足するため、22.5％の抑制が必要となり

ます。（図表 3-6） 

（△22.5％） 
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 【各種試算の算出根拠】 

    ○地方債の借入額は、各事業の事業費に「平成 26年度 地方債の手引き」地方債同意等基準の事業別の地方債充当率 

を乗じて算出しています。（地方債充当率は、原則として福祉施設 80％、消防・防災施設 90％、市営住宅 100％、そ 

の他の施設 75％として計算しています。） 

    ○地方債の元利償還金償還額は、各事業の地方債の借入額に基づき、「平成 26年度 地方債の手引き」の財政融資資金 

地方資金の償還期限及び据置期間基準で計算し、積み上げ積算をしています。 

    ○地方債の借入率は平成 26年 4月現在の起債借入利率（3年据置・1.0％）で計算しています。 

    ○国支出金は、シミュレーションどおりに改修や更新（建替え）を当該年度に実施すると仮定し、現行の補助制度、補 

助率を勘案した上で施設毎に見込額を算出しています。 

 

【用語の説明】 

［地方債］ 

地方自治体の長期借入金（年度を超えて元利を償還する借入金）。 

    ［義務的経費］ 

      地方自治体の経費のうち、支出が義務的で任意では削減できない経費。一般には、扶助費、公債費、人件費を指す。 

    ［扶助費］ 

      社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障がい者等に対する支援に要する経費。児童手当、医療費助成、生活 

保護費等。 

    ［公債費］ 

      地方自治体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。 

【まとめ（数値目標設定根拠について）】 

  

将来人口推計及び将来利用見込みを踏まえた床面積の試算では、現状よりも 29.3％を削減し 

た床面積が適正と考えられ、将来更新費用（修繕・大規模改修・更新（建替え））にかかる一般

財源必要額と充当可能見込額の試算では 26.2％の削減が必要になるという結果となりました。  

この結果により、最低でも一般財源は 26.2％の削減が必要となり、床面積の削減と一般財源

の抑制を連動させることは必須と考えます。 

そこで本市では、時代の潮流を見据え、様々な施策を展開し、持続可能なまちづくりを展開

していくためにも、一般財源必要額の削減率をも念頭に置いて高い目標値を設定することとし、

総延床面積を今後 30年間で 29％削減することを目標として掲げます。 

なお、削減を進めていく際には、３原則の取り組み方策を基本として公共施設のスリム化を 

図り、より力強いまちづくりを推進していくとともに、上記試算で示すように事業費（一般財

源）の削減が不可欠であることから、一般財源ベースで充当可能額の担保を確認していきます。 

（大規模改修や更新（建替え）の際には、国支出金（補助金）を極力活用し、地方債について

は、その償還金の返還の確実性を担保しながら進めていきます。） 

 

※本市では、学校施設や福祉施設、体育施設等、各種の施設を保有していますが、これらの施

設を一律で 29％削減するのではなく、将来人口推計や利用見込み、また、市民の皆様のニーズ

を捉える中で、今後策定する「公共施設保全計画」において、施設分類ごとの削減目標を設定

し、最終的な全体目標である 29％の削減に取り組んでいきます。 
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【参考】複合化・多機能化等のイメージ 

 

複合化・多機能化  ：複合化とは、複数の異なる機能の施設を、一つの建物の中にまとめること。 

また、多機能化とは、一つのスペースを時間等で区分し、異なる用途の機 

能として利用すること。 

統合        ：複数の類似する機能の施設を、一つの建物の一つの施設にまとめること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●機能とは 

  「公共施設で提供するサービス」を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複合化・多機能化】 

施設Ｃ 

施設Ａ 
施設Ｂ 

施設Ｄ 

【統合】 

施設Ａ① 

施設Ａ② 

施設Ｂ① 

施設Ｂ② 

施設Ｂ② 

施設Ａ① 

余った土地や建物は、民間等

に売却し、公共施設再生への

財源確保に充てる。 

借地については、必要性を十

分検証した上で、解消に向けた

検討を行う。 

土地・建物の保有量は減るが、公共サービス

は場所が移って維持される 

土地・建物の保有量は減り、公共サービスを

提供する場所も少なくなる 

 
× × 

× × × 

× 

 

 
 

 

公共施設 

住民票交付 

福祉サービス 

図書貸出し 
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６．基本方針の見直し 

（１）基本方針のローリングについて 

  本基本方針は、この先数十年かけて公共施設に係る諸課題を解消していくための戦略・方針

であるため、頻繁に見直しを行うべきものではありませんが、今後の不透明な社会状況や経済

情勢、市民ニーズなどの変化に対応し、実現可能なものにしていく必要があります。 

また、本基本方針で掲げた数値目標は長期間で達成していくためのものであり、一定期間ご

とに取り組みの状況やその効果を検証し評価していくことが必要となります。 

そこで、基本的な考え方や戦略を示す「公共施設マネジメントの基本理念」及び「公共施設

保全計画基本方針の３原則」については、社会情勢の変化などに対応し、時代に即したものと

するため１０年ごとに見直しを行うものとします。 

さらに、具体的な取り組みを示す「３原則の取り組み方策」及び「数値目標」についても、

市民ニーズの変化や財政状況に影響を受けると考えられることから、５年ごとに取り組みの進

捗状況やその効果を評価し、柔軟に見直すローリング方式の進行管理を行うことにします。 

なお、見直しを行った場合は、その理由を市民の皆さまにしっかり説明していくこととしま

す。 

 

（２）基本方針見直し［ローリングの周期］ 

 ①基本理念、３原則 → １０年 （下図「見直し①」） 

②３原則の取り組み方策、数値目標 → ５年 （下図「見直し②」） 

   見直しの考え方としては、図表 3-7で示すように上位計画である三島市総合計画の改定時 

期及び前期・後期基本計画の策定時期に合わせて施設白書を作成（更新）し、その時点の公 

共施設の現状や課題、取り巻く状況などを踏まえ、数値目標等の進捗調査を行うことで方針

との整合性を検証します。 

また、財政計画との整合を図るため、その時点で試算する将来更新費用と充当可能額を一 

般財源ベースで比較し、見直しについて検証するとともに、各種の取組については、毎年ロ

ーリングする実施計画で確認をしていきます。 

 

＜図表 3-7 上位計画（総合計画）と公共施設マネジメントの取組の関係イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次三島市総合計画 

平成 23年度～32年度（10年間） 

第５次三島市総合計画 第６次三島市総合計画 

【前期】 

基本計画 

【後期】 

基本計画 
【前期】 

基本計画 
【前期】 

基本計画 
【後期】 

基本計画 
【後期】 

基本計画 

基本方針 平成 27年度～56年度（30年間） 

分野別方針 分野別方針 分野別方針 

各種の取組 各種の取組 各種の取組 各種の取組 各種の取組 

見
直
し
② 

見
直
し
①
② 

見
直
し
② 

見
直
し
①
② 

  実施計画   実施計画   実施計画   実施計画   実施計画   実施計画 
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第４章 公共施設マネジメントの推進に向けて 

 

１．今後の取り組み 

  公共施設マネジメントは、単に施設の削減を推し進めるものではありません。今までに蓄積

されてきた公共施設という貴重な市民の財産をどのように活用し、将来世代に過大な負担とな

らないよう残していくのか、さらには、将来の三島のまちづくりについて考えるためのもので

す。 

今後は本基本方針で示した３原則の取り組み方策を基に、中長期的な視点から、それぞれの

施設の有効活用に向けてどのような取り組みが必要かを考えていくことになります。各施設の

所管部署で将来実施すべき施策展開と合わせた取り組み内容について適切な検討を行い、この

検討結果を施設ごとの方針として集約し、財政見通しを踏まえながら中長期の実行計画策定に

取り組んでいきます。 

実行計画策定の際には、公共施設マネジメントの基本理念「まちづくりとしての公共施設の

保全」を念頭に、より活発に利用していただける公共施設を目指すとともに、公共施設が更な

る公共の福祉の向上や街のコミュニティ形成に貢献できるよう施設の配置等を検討していきま

す。 

なお、本市では下記に記した「公共施設等総合管理計画」及び「公共施設保全計画」を今後

策定し、公共施設マネジメントを推進していきます。 

 

（１）公共施設等総合管理計画の策定（平成 27年度） 

  平成 26年 4月 22日付総務大臣通知により、すべての地方公共団体に対して、公共施設等総 

合管理計画（以下、「総合管理計画」という。）の策定要請がなされました。この総合管理計画 

は、各地方公共団体において厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等 

の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を 

把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財 

政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となって 

いることから策定の要請がなされたものです。 

 総合管理計画の対象となる施設は、建物施設をはじめ、道路や橋りょう等のインフラ施設、 

上水道・下水道施設、廃棄物処理場や汚水処理場等のプラント系施設等を含む市が保有するす 

べての施設が対象となり、公共施設の現況や将来の見通し、管理に関する基本的な考え方、分 

野別の方針等を記載することとなります。 

 本市においては、建物施設を対象として「三島市公共施設白書」を作成し、その中で今後の 

計画スケジュールとして、本基本方針の策定後に、公共施設保全計画を策定することとしてい 

ましたが、これを変更し、総務大臣通知がなされた総合管理計画の策定を先に進めていくこと 

とします。 

 なお、総合管理計画の策定は、同日付で総務省より通知がありました指針に基づき進めてい 

きます。 
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（２）公共施設保全計画［個別施設計画］の策定（平成 28年度以降） 

  前章で掲げた３つの基本方針に基づく取り組み方策を着実に進めていくために、公共施設保 

全計画を策定し、取り組みの時期や主体、対象施設等について具体的に検討していくものとし 

ます。 

また、本基本方針をベースに、施設分野ごとに今後の施設のあり方について検討を進め、 

上位計画である総合計画等と連動しながら適切な公共施設マネジメントに取り組んでいきます。 

 

 

 

＜図表 4-1 公共施設マネジメント「全体イメージ」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設保全計画（個別施設計画） 

平成28年度以降策定
(予定) 

Ⓑ及びⒸの方針に基づき、施設分野ごとの個別の計画を 

策定 

公共施設等総合管理計画 

平成27年度策定(予定) 
インフラ等を含むすべての施設を対象として、現況や将来の見通し、 
計画的な管理に関する方針、施設分野ごとの基本的な方針を掲載 

公共施設保全計画基本方針（本基本方針） 

平成27年4月発行 
道路・橋りょう等のインフラや処理施設を除く建物施設の
最適化に向けた取り組み方策を掲載 

公共施設白書 

平成26年4月発行 建物施設の現状と課題を整理 
Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 
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２．財源の確保 

 公共施設に係る将来更新費用の縮減など、支出抑制の取り組みを進めるとともに、使用料（受 

益者負担）の見直しや施設を活用した有料広告事業等の検討、総量削減の取り組みで新たに発 

生した未利用資産の売却など、様々な財源確保の取り組みを推進します。 

 また、計画的な維持更新を図るため、歳入予算の一定割合を財源枠として確保することや、 

基金への積立てなど、様々な財政的な手法についても検討します。 

 

３．推進体制の整備 

 公共施設マネジメントの着実な推進と進捗管理を図るため、全庁的な推進体制を整備します。 

 

４．市民との連携 

  基本方針に基づく取り組み方策は、短期間のうちに容易に達成できる内容ではありません。 

しかし、子や孫の世代に負担を押し付けることなく公共施設を引き継いでいくために、そし 

て、市民の皆さまのニーズを的確に捉え、利用しやすい公共施設の配置を実現していくために 

は、市民と行政が一体となって推進していかなければなりません。 

公共施設マネジメントは“まちづくりの再構築”であり、本市がこれまで以上に品格ある美 

しい、魅力的なまちづくりを展開していくためには、協働で取り組むことが必要です。 

そのため、市民と行政が課題を共有しつつ、互いに協力して取り組んでいけるよう、的確に 

公共施設マネジメントに関わる情報提供を行っていきます。 

 今回作成した本基本方針の内容については、広報みしまやホームページで情報を発信してい 

くとともに、基本方針［概要版］を作成し、市民の皆さまにお知らせしていきます。 

 また、公共施設保全計画の策定の前には、市民アンケートを実施して、公共施設の利用状況 

や今後のあり方について意見を伺うとともに、地域行政懇談会等での説明やシンポジウム、ワ 

ークショップ等の開催を通じて公共施設に対する意見を集約していきます。 

なお、施設の再編や再配置等については、施設の利用者や周辺住民に大きな影響を及ぼすこ 

とから、十分に意見を伺い、市民の皆さまの理解を得ながら進めていくこととします。 

 

 

 
地域行政懇談会において「公共施設マネジメント」について説明 

（平成 26年 7月） 




